
【セミナーのご案内】

知財関連法の本年度の改正概要と

各国での知財侵害物件の水際対策

本年は特許法、商標法、著作権法の改正が施行されます。この概要を施行前にチェックするとともに、

外国で製造されその後、世界に輸出される製品で、貴社の知的財産を侵害しうる製品に対する各国（日

本、米国、EU、中国）での水際対策、具体的な手続きの進行方法、その効果、長所、短所などを検討し、

皆様の知的財産権保護の一助となればと、セミナーを開催いたします。

なお、旧苗村法律事務所は、虎門中央法律事務所に参画いたしました。約40名のプロフェッショナル

と共に、東京・大阪から、大規模な案件に対してもより迅速に対応できる体制となりました。

日 時   東京 平成２７年２月２３日（月）
       １４時３０分から１７時００分（受付：１４時００分より）

大阪 平成２７年２月２５日（水）
      １４時３０分から１７時００分（受付：１４時００分より）

会 場   東京会場：サピアタワー ステーションカンファレンス東京

大阪会場：堂島ビルヂング ９階会議室

講 師   弁護士・ニューヨーク州弁護士 苗村 博子

1983年大阪大学法学部卒業、87年弁護士登録。1996年シカゴ大学ロースクール

（LL.M.）卒業。その後Weil, Gotshal&Manges LLP（シリコンバレー）に勤務。1997年ニューヨ

ーク州弁護士登録。

2002年「苗村法律事務所」設立。営業秘密に関しては論文の執筆の他、訴訟を担当し5

億円を超える損害賠償を勝ち取った経験も持つ。2014年12月から「虎門中央法律事務

所」大阪事務所代表。

司 会   弁護士・ニューヨーク州弁護士 佐藤 有紀（東京会場）

一橋大学法学部・南カリフォルニア大学ロースクール（LL.M.）卒業。外資系渉外法律事務

所等を経て2013年10月より弁護士法人苗村法律事務所（現弁護士法人虎門中央法律

事務所）東京事務所。多数のM&A、国際取引等に携わり、企業のノウハウ、技術、知的財

産権の保護に関してもアドバイスを提供している。

弁護士 貞 嘉徳（大阪会場）

2003年同志社大学卒業、2006年弁護士登録、2011年よりオランダのライデン大

学にてEU法及び国際ビジネス法を専攻し (2012年 LL.M.取得)。その後Hengeler 

Mueller法律事務所ブリュッセルオフィスにてEU独禁法実務に携わる。2013年7月苗

村法律事務所（現弁護士法人虎門中央法律事務所）に復帰。

※申し込み方法等は裏面をご覧下さい。



【セミナーお申込みご案内】

参 加 費   無料

定 員   東京会場：４０名 ／ 大阪会場：４０名

申込締切日 平成２７年２月１６日（月）※いずれも定員になり次第締切

会場案内

●東京

ステーションカンファレンス東京

(東京都千代田区丸の内１-７-１２            

サピアタワー６階）

◇JR「東京駅」日本橋口直結

  新幹線日本橋口改札徒歩１分

  新幹線八重洲北口改札徒歩２分

◇地下鉄大手町駅 B7出口直結

◇地下鉄東京駅徒歩７分

◇地下鉄日本橋駅徒歩６分

＊サピアタワーにあるステーションカンファレ

ンス東京６階がセミナー会場です。

●大阪

堂島ビルヂング ９階会議室

(大阪市北区西天満２丁目６番８号 ）

◇地下鉄御堂筋線又は京阪淀屋橋駅①番出口

を上がり、御堂筋を北へ徒歩５分。

◇ＪＲ東西線 北新地駅から、御堂筋沿いに南

下し徒歩１０分。

◇車でお越しの場合は梅田新道交差点より御

堂筋を淀屋橋方面へ南下し、ビル北側の側道

を左折して頂ければ、パーキングがありま

す。

知財法改正と侵害対策セミナー   参 加 申 込 書

下記にご記入の上、虎門中央法律事務所大阪事務所宛に email、FAX、または郵便でお申し込みください。

お申し込み終了後に FAX、または E-mail で受講票をお送り致します。受講日当日にご持参ください。

ＦＡＸ番号 ０６-４７０９-０１３１ e-mail address:  seminar@namura-law.jp

貴 社 名

住   所
〒

電 話 番 号 F A X 番 号

参加者氏名 所属部課名 役 職 名 E-mail アドレス 参加希望会場

□東京□大阪

□東京□大阪

お申込・ご照会先 ： 虎門中央法律事務所大阪事務所

〒530-0047 大阪市北区西天満２丁目６番８号 堂島ビルヂング７階

TEL：06-4709-1170  FAX：06-4709-0131


